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	社宅向けUR賃貸住宅
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						[image: UR賃貸住宅は全国に約70万戸。東京→名古屋、福岡→大阪等の地域間転勤にも、社宅としてUR賃貸住宅をご利用いただけます。礼金・仲介手数料・更新料が不要で、経費削減につながります。※一部対象外の物件もあります。]
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				社宅向けUR賃貸住宅のメリット

				入居される社員様だけでなく、ご担当者様や経営者様へのメリットも多数ご用意しております。

				
					
						社宅の経費削減

							礼金・仲介手数料・更新料・保証人は不要
	入居される社員様だけでなく、ご担当者様や経営者様へのメリットも多数用意しております。


					

					
						事務手続きの軽減

							入居者の入れ替えも可能
	退去時も負担軽減


					

					
						上場企業様等の法人様では

							敷金が免除されるケースも
	提出書類が簡略化されるケース


					

					
						大学等の名義でのご契約もOK

							大学等法人様の契約名義で学生の方にお住まいいただくことも可能


					

				

					社宅向けUR賃貸住宅のメリット


			
			
			
			
				ご入居までの流れ

				社宅向けUR賃貸住宅を借りるまでのステップをご説明します。
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					ご入居までの流れ


			
			

			
				物件のご案内

				ご要望にあわせて、豊富なバリエーションから最適な社宅をご紹介します。お問い合わせはインターネット・店舗で承ります。

				インターネットでのお問い合わせ

				
						
							ご要望をお聞かせいただき、
担当者より物件をご紹介させていただきます。

							物件リクエスト
						
	
							社宅向けUR賃貸住宅の制度紹介資料や
ガイドブック（物件一覧）を送付させていただきます。

							資料請求
						


				

				物件を探す

				
						
							物件はこちらからも検索いただくことができます。

							物件を探す
							※掲載物件の中には、社宅としてご利用いただけないお部屋もございます。お部屋ごとの詳細につきましては、店舗までお問い合わせください。

						


					社宅向け対象物件はこちら（1.17MB）

				

			
			

			
					
						店舗のご案内
					


			
			

			
				
					よくあるご質問

				

				
					
							
									
										[image: Q]
										「UR賃貸住宅」ってなに？
									
	
										[image: A]
										独立行政法人都市再生機構（UR都市機構）が管理する賃貸住宅です。
以前の「公団賃貸住宅」に代わり、「UR賃貸住宅」とお呼びください。「UR賃貸住宅」の「UR」は、都市再生機構（Urban Renaissance Agency）の英語略称です。
									


							
	
									
										[image: Q]
										敷金、礼金、更新料はどれくらい必要なの？
									
	
										[image: A]
										敷金は、月額家賃の2か月分です。礼金や仲介手数料は不要です。契約更新の際の更新料も不要です。上場企業等の場合、敷金の免除が可能です。また、契約するほど家賃が割引になるおトクな制度があります！
									


							


					

				

					よくあるご質問一覧
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